
平成３０年度 福岡市居住支援協議会 定期総会 

日 時  平成３０年７月４日（水） １０：００～１２：００（終了予定） 

場 所  天神ビル１１階 ５号会議室（福岡市中央区天神２－１２－１） 

会 議 次 第 

Ⅰ 開 会 

Ⅱ 委員・出席者紹介 

Ⅲ 議 事 

１ 平成 29 年度の事業報告及び決算について 【資料１-１】 

【資料１-２】 

２ 平成 30 年度の事業計画及び予算について 【資料２-１】 

【資料２-２】 

Ⅳ 閉 会 

配布資料 

・福岡市居住支援協議会設置要綱（平成 29年 4月 1日改正）

・協議会名簿

・出席者名簿

・座席表

・【資料１－１】平成 29年度の事業報告について 

・【資料１－２】平成 29年度の決算について 

・【資料２－１】平成 30年度の事業計画について 

・【資料２－２】平成 30年度の予算について 

・【参考資料１】平成 29年度業者講習会チラシ 

・【参考資料２】住まいサポートふくおか事業 業務マニュアル 

・【参考資料３】高齢者世帯住替え助成事業のご案内 

・【参考資料４】登録住宅ＨＰ 

・【参考資料５】居住支援協議会が必要と認める改修工事 

・【参考資料６】福岡県の居住支援法人一覧 

・【参考資料７】子育て世帯住替え助成事業のご案内 



 

福岡市居住支援協議会設置要綱 

 

（設置目的） 

第１条 福岡市居住支援協議会（以下「協議会」という。）は，住宅確保要配慮者に対する賃貸

住宅の供給の促進に関する法律に基づき，低額所得者，被災者，高齢者，障がい者，子育て

世帯その他住宅の確保に特に配慮を要するもの（以下「住宅確保要配慮者」という。）の状況

及び民間賃貸住宅市場の動向に関する情報等を共有するとともに，民間賃貸住宅を活用した

住宅確保要配慮者の円滑入居支援策の効果的な推進を図ることを目的として設置する。 

 

（事業） 

第２条 協議会は，前条の目的を達成するため，次の事業を行う。 

(1) 住宅確保要配慮者の状況及び民間賃貸住宅市場に関する情報等の共有に関すること。 

(2) 住宅確保要配慮者の円滑入居・あんしん居住，貸主及び賃貸住宅管理事業者の不安軽減

等のための居住支援の方策に関すること。 

(3) 居住支援の実施及び各主体の連携等に関すること。 

(4) その他目的達成のために必要な事項 

 

（構成団体） 

第３条 協議会は，別表に掲げる団体をもって構成する。 

 

（役員） 

第４条 協議会には，次の役員を置く。 

一 会長 １名 

二 副会長 １名 

三 監事 １名 

２ 会長は，福岡市住宅都市局理事をもって充てる。 

３ 副会長は，社会福祉法人福岡市社会福祉協議会常務理事をもって充てる。 

４ 監事は，福岡市保健福祉局長をもって充てる。 

５ 役員は，無報酬とする。 

 

（役員の任務） 

第５条 役員の任務は，次のとおりとする。 

一 会長は，本会を代表し，会務を総括し，総会を招集して議長を務める。 

二 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるときは，その職務を代理する。 

三 監事は，本会の会計監査の事務を担当する。 

 

（総会） 

第６条 総会は，協議会の最高議決機関であって，毎年１回，定期総会を開催するほか会長が

必要と認めた場合又は構成団体の３分の１以上の請求があった場合には，臨時総会を開催す

る。 

２ 総会は，会長，副会長，監事及び各構成団体(会長，副会長及び監事に任用された職員等が

いる構成団体を除く。)がその職員等の中から予め指名したもの（以下「委員」という。）を

もって組織する。 

３ 会長は，必要に応じて関係者に出席を求め，説明又は意見を聞くことができる。 



 

 

４ 総会は，次の事項を評議議決する。 

一 協議会の事業計画及び予算に関すること。 

ニ 協議会の事業報告及び決算を承認すること。 

三 協議会の役員を選任すること。 

四 設置要綱の制定及び改廃に関すること。 

五 その他協議会に関する基本的事項及び重要事項を決定すること。 

 

（定足数等） 

第７条 総会は，前条第２項に掲げる者の過半数の出席により成立し，議事は，出席者の過半

数によって決する。 

２ 会議に出席できない委員は，その権限の行使を他の委員に委任することができる。この場

合において，受任者の特定がないときは，会長に委任したものとみなす。 

 

（専門部会） 

第８条 会長は，第２条の事業を専門的かつ具体的に協議・検討する必要があると認めるとき

は，専門部会を設置することができる。 

２ 専門部会は，部会長及び各構成団体(部会長に選出された職員等がいる構成団体を除く。)

がその職員等の中から予め指名したもの（以下「部会員」という。）をもって組織する。 

３ 部会長は，専門部会を総括し，専門部会を招集して議長を務める。 

４ 部会長は，互選により選出する。 

５ 部会長は，必要に応じて関係者に出席を求め，説明又は意見を聞くことができる。 

 

（会議の公開等） 

第９条 総会は，原則としてこれを公開する。ただし，会長が，総会における協議の内容が，

福岡市情報公開条例第７条各号に掲げる情報（以下「非公開情報」という。）に関するもので

あると認めるとき，又は，総会を公開することにより，当該会議の適正な運営に著しい支障

が生じると認めるときは，この限りでない。なお，総会を公開するにあたっては，傍聴の手

続き等を定めた「福岡市居住支援協議会傍聴要領」を別途定める。 

２ 総会の会議資料及び議事録（非公開情報に該当する部分を除く。）については，原則として，

公表する。会議資料は，会議当日傍聴者に対して配布するとともに，会議終了後に所定の方

法（市ホームページへの掲載等）により公表する。また，議事録は，会議終了後に事務局に

おいて作成したものを出席委員に送付し，委員の確認・修正を経て確定した後，所定の方法

（市ホームページへの掲載等）により公表する。この際，発言者の氏名は掲載しない。 

 

（事業年度） 

第 10 条 協議会の事業年度は，毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

（経費） 

第 11 条 協議会の経費は，補助金，寄付金その他の収入をもって充てる。 

２ 前項の規定に関わらず，会議費等は福岡市の予算から支出することができる。 

 

（会計及び帳簿の整備） 

第 12 条 協議会の収入及び支出を明らかにするため，会計に関する帳簿を整備しなければなら

ない。 

２ 前項の帳簿は，事業年度終了後５年間保存しておかなければならない。 



 

 

 

（監査と報告） 

第 13 条 監事は，事業年度終了後に会計監査を行い，監査結果を総会に報告しなければならな

い。 

 

（秘密の厳守） 

第 14 条 総会又は専門部会の出席者は，協議会の活動において知り得た非公開情報を他に漏ら

してはならない。 

 

（事務局） 

第 15 条 協議会の事務局は，福岡市住宅都市局住宅部住宅計画課（以下「住宅計画課」という。）

及び社会福祉法人福岡市社会福祉協議会地域福祉部地域福祉課（以下「地域福祉課」という。）

に置く。 

２ 住宅計画課は，総会及び専門部会の運営並びに事業計画及び事業報告に係る事務を担当す

る。 

３ 地域福祉課は，住まいサポートふくおかの企画及び運営，協議会の会計，予算及び決算に

係る事務を担当する。 

 

（雑則） 

第 16 条 この要綱に定めるものの他，協議会の運営に関して必要な事項は会長が定める。 

 

附則 

この要綱は，平成２１年３月３０日から施行する。 

この要綱は，平成２５年１月１日から施行する。 

この要綱は，平成２５年４月１日から施行する。 

この要綱は，平成２６年７月１４日から施行する。 

この要綱は，平成２８年８月９日から施行する。 

この要綱は，平成２９年４月１日から施行する。 

  



別表（第３条関係） 

区分 団体名 

民間賃貸住宅事業者団体 公益社団法人福岡県宅地建物取引業協会 

公益社団法人全日本不動産協会 福岡県本部 

公的賃貸住宅事業者 独立行政法人都市再生機構 九州支社 

福岡市住宅供給公社 

居住支援団体 社会福祉法人福岡市社会福祉協議会 

福岡市 福岡市住宅都市局 

福岡市保健福祉局 

 

 



【総会（７名）】

役名 所属・職名 氏　名

会長 福岡市　住宅都市局理事 山川　修

副会長 社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会　常務理事 吉村　展子

監事 福岡市　保健福祉局長 永渕　英洋

委員 公益社団法人　福岡県宅地建物取引業協会　会長 加藤　龍雄

委員 公益社団法人　全日本不動産協会　福岡県本部長 沢田　光泰

委員 独立行政法人　都市再生機構　九州支社長 西周　健一郎

委員 福岡市住宅供給公社　理事長 馬場　隆

【専門部会（7名）】

役名 所属・職名 氏　名

部会員 公益社団法人　福岡県宅地建物取引業協会　事務局長 中川　浩一

部会員 公益社団法人　全日本不動産協会　福岡県本部　理事 内田　収治

部会員 独立行政法人　都市再生機構　九州支社　住宅経営部管理企画課長 西村　正則

部会員 福岡市住宅供給公社　総務課長 山下　和久

部会員 社会福祉法人　福岡市社会福祉協議会　地域福祉部長 藤田　博久

部会員 福岡市　保健福祉局　高齢社会部　地域包括ケア推進課長 中薗　泰浩

部会員 福岡市　住宅都市局　住宅部　住宅計画課長 柴田　桂

平成30年度　福岡市居住支援協議会　名簿

　高齢者に関する居住支援策を検討するため，下記メンバーによる専門部会を設置する。



 

平成３０年度 福岡市居住支援協議会 定期総会 

出 席 者 名 簿 
 

所 属 氏 名 備 考 

公益社団法人 

福岡県宅地建物取引業協会 
会長 加藤 龍雄 委 員 

公益社団法人 全日本不動産協会 

福岡県本部 
本部長 沢田 光泰 委 員 

独立行政法人 

都市再生機構九州支社 
九州支社長 西周 健一郎 委 員 

福岡市住宅供給公社 理事長 馬場 隆 委 員 

福岡市保健福祉局 保健福祉局長 永渕 英洋 監 事 

社会福祉法人 

福岡市社会福祉協議会 

常務理事 吉村 展子 副会長 

地域福祉部長 藤田 博久 （専門部会長） 

福岡市住宅都市局 

理事 山川 修 会 長 

住宅部長 内山 孝弘  

住宅計画課長 柴田 桂 事務局 
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	【資料１-１】H29年度の事業報告について
	本事業を利用するため来課された高齢者（申請者以外の方を含む16人）に対してアンケートを
	実施した。
	参加者の年齢は，60代が40％（昨年46％）最も多く，次いで70代が33％（昨年29％）となっている。
	60歳未満の参加者は，合計で20％（昨年18％）となった。
	参加者の世帯の状況は，「ひとり暮らし世帯」が52％（昨年52％）で最も多く，ついで，「夫婦だけの世帯」が33％（昨年31％）と多い。
	参加者の住居の状況は，「分譲マンション」が最も多く37％（昨年44％）を占めている。
	ついで，「持ち家一戸建て」と答えた人が35％（昨年37％）であり，住居を所有している人の割合は72％（昨年81％）となっている。
	賃貸住宅に住んでいると回答した人は，合計で28％（昨年19％）であった。
	（５）セミナー情報の入手先（複数選択可）
	セミナーの情報の入手先は，「市政だより」が51件で多数を占めている。次いで，「チラシ配布」，「知人からの紹介」が3件ずつとなっている。
	（６）セミナーの参加理由（複数選択可）
	セミナーの参加理由は，「ご自身の将来を考えるため」と回答した参加者が49人で最も多いが，「ご家族の将来を考えるため」と回答した人も16人おり，高齢な家族のために参加した人もいたと考えられる。
	（８）もっと詳しく聞きたい事項，次回以降のセミナーで取り上げて欲しいテーマ（３つまで選択可），参加者がもっと詳しく聞きたい事項，今後のセミナーで取り上げて欲しいテーマとして回答したのは，「住み替えの際の荷物整理・自宅の処分方法」が18人で最も多く，次いで，「遺言・相続の基礎知識」が17人となっている。
	セミナー内容の理解については，「よく理解できた」と回答した人が35％（昨年28％），「だいたい理解できた」と回答した人は65％（昨年68％）であった。
	セミナー内容の理解については，「よく理解できた」と回答した人が44％，「だいたい理解できた」と回答した人は56％であった。
	「あまり理解できなかった」「まったく理解できなかった」と回答した参加者はいなかった。
	①　住宅セーフティネット法（住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律）の改正
	住宅セーフティネット法の改正（10月25日施行）に伴い，高齢者・子育て世帯・低額所得者などの住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅である「住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅」の　登録制度が創設されたことから，福岡市においても登録の受け付けを開始した。(参考資料４)
	＜規模＞
	○ 各戸の床面積の規模が25㎡以上あること
	○ 共同居住型賃貸住宅（シェアハウス）の場合は，15㎡×居住人数＋10㎡以上で，
	１人の専用面積が９㎡以上
	＜構造・設備等＞
	○ 耐震性（新耐震基準）を有すること
	○ 設備（台所・便所・洗面・浴室等）を有していること
	○ 家賃が近傍同種の住宅と均衡を逸しないこと 等
	登録住宅への改修の支援として，国による改修費に対する補助を受けることが可能。
	改修費補助の対象となる工事については，国が補助対象と定める工事に加え，U『居住支援協議会等が必要と認める改修工事』についても対象Uとなることから，協議会構成団体へ照会を行い，対象    工事の設定を行った。(参考資料５)
	【参考：居住支援法人の概要】（参考資料６）
	住宅セーフティネット法の改正により，登録住宅入居者への家賃債務保証，賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談，見守りなどの生活支援を行う法人を，都道府県が「居住支援法人」として指定することができる制度が創設された。
	◆ 居住支援法人の業務
	○ 登録住宅に入居する住宅確保要配慮者への家賃債務保証
	○ 住宅相談など賃貸住宅への円滑な入居に係る情報提供
	○ 見守りなど住宅確保要配慮者への生活支援
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